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２０１９年度事業報告

概　況

　昨年は新天皇が即位し、 元号が令和に改まり、 新たな時代の幕開けとなった。 ５月の異例のＧＷ１０

連休は物流問題も懸念されたが、 大きな混乱もなく乗り越えた。 また日本初開催のラグビー ・ ワー

ルドカップで日本選手が活躍し、 「ＯＮＥ　ＴＥＡＭ」 が流行語になるなど明るいムードに包まれた

年であった。 しかしその一方で、 台風の上陸が相次ぎ自然災害も多く各地で甚大な被害が生じ、

公共交通機関では計画運休が浸透した。 食品流通業界では最大の課題である消費税が１０％に

引き上げられ、 食品は外食や酒類などの一部を除いて軽減税率が適用された。 また同時に消費

の冷え込みを最小限に抑え、キャッシュレス決済の浸透を目的に、本年６月までの９ヶ月間限定で、

キャッシュレス決済によるポイント還元制度もスタートした。 結果としてデフレがさらに進行し、 消耗

戦に突入、 さらには暖冬と新型コロナウィルスによる影響から下半期は三重苦に近く、 急速に減速

感を強めた。 特に新型コロナウィルスの感染は世界各地に拡大し、 ＷＨＯが 「パンデミック」 とみ

なされる事態と表明した。 日本でも深刻な状況に陥り、 食品業界でも多くの発表会やイベントの中

止が相次ぎ、 消費、 経済へ波紋を広げた。

　そうした中で弊協会は公益法人制度改革の理念に基づき事業活動を行い、 継続して食品流通

のサプライチェーンの協働体制の基盤や業界インフラの整備に優先的に取り組んだ。 こうした活動

を行えたのは例年の如く賛助会員の全面的なご協力や関連省庁である農林水産省をはじめとする

諸官庁の適切なご指導、 ご協力に加え （一財） 流通システム開発センター、 （公財） 食品等流

通合理化促進機構、 （一財） 食品産業センター、 （公社） 日本缶詰びん詰レトルト食品協会、 （一

社） 日本パインアップル缶詰協会、 日本製罐協会、 （一財） 食品環境検査協会等の諸団体の皆

様方の多方面にわたるご配慮があったからに他ならない、 あらためて感謝申し上げる。

　以下、 事業別に概観し、 その後に個別に活動を報告する。

Ⅰ． 調査研究事業

　我が国は人口減少と超高齢化社会を迎え、 「食」 に関する環境は、 全ての点で劇的に変化して

きている。 食品スーパーの元旦営業の縮小やコンビ二センスストアの時短営業の導入、 ドライバー

不足に端を発したメーカーの納品リードタイムの延長化要請など従来の商慣習を見直す動きが相

次ぎ、 また働き方改革や食品ロス削減へ関連法案が施行され、 １０月には消費増税と軽減税率制

度が導入された。 またそれに伴うキャッシュレス ・ ポイント還元事業も始まり市場は否応なく消耗戦

に突入し、 デフレ基調への回帰が懸念された。 社会的には情報化時代からデータ化時代にシフト

し従来のビジネスモデルに大きな転換を促した。

◇消費税軽減税率制度に関する活動

　社会保障と税の一体改革として、 消費税は２度の延期を経て２０１９年１０月１日に１０％へ引き上

げられ同時に軽減税率制度が導入されたが、 弊協会の 「軽減税率対応システム専門部会」 は、

７月に所管の農林水産省を経由して財務省に軽減税率制度に関するＱ＆Ａにリベートに関する追

加改訂をお願いする文書を提出した。 メーカー ・ 卸間あるいは卸 ・ 小売間においてリベートの運
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用認識にバラツキがあり対応に苦慮していることから、 このまま本番を迎えると業務が混乱する可

能性が懸念されたのでお願いしたもの。 結果として、 異例のスピードで国税庁消費税軽減税率制

度対応室から弊協会からの要望内容が網羅されたＱ＆Ａの改訂版が令和元年７月に公表された。

具体的には 「販売奨励金」 という名目でリベートのやりとりが行われるものであっても、例えば 「販

路拡大」 などの役務の提供の対価として支払いものは、 軽減税率の適用にはならず標準税率に

なる。 つまり 「飲食料品の譲渡」 に伴いやり取りされる 「販売奨励金」 やいわゆる 「リベート」 な

どは、 その目的や性質によって 「売り上げに （又は仕入れ） 係る対価の返還等」 であるのか、

あるいは 「役務の提供の対価」 について支払うものであるのかを整理し、 適用税率を判定する必

要がある。 弊協会が要望した、 販売奨励金、 物流センターの使用料 （センターフィ） に関する内

容のほか、 炭酸ガスの販売や空容器の回収に関する件も追加されより実務にそった解説が加えら

れ軽減税率制度への業界共通の認識、 運用が前進した。

◇メーカーの皆様にジャパン ・ インフォレックス （ＪＩＩ） と日食協の連名で 「既存品の消費税区分

値修正に関するお願い」 文書を発信

　消費税軽減税率制度の導入に際し、 ＪＩＩの運営する業界商品データベースへ消費税区分の修

正値を登録いただくようメーカー各位に働きがけを行ってきたが、 残念ながら登録率が推定７０％

から８０％に留まり、 せっかくの業界インフラが充分活用できなかった事態が発生した。 そのため

各卸が急遽直接メーカーに問い合わせを行って消費税区分値を入手してカバーした。 軽減税率

制度が存続する以上、 消費税の区分値は必要であり、 次のインボイス制度も控えることでもありお

願い文書を発信した。 食品業界の裾野の広さ、 それに伴う情報伝達の難しさを感じたが地道に徹

底する活動を行う必要がある。

◇令和２年度の税制改正等に関する要望書について

　例年、 予算編成、 政府税調、 与党税調の動きに合わせ８月に弊協会の税務問題対応Ｗ ・ Ｇを

開催し、 東京商工会議所からの税制改正等の要望内容の情報もいただきながら検討し、 会長の

ご了解をいただいて農林水産省の指導窓口に要望書を提出している。 今回の要望内容は、 まじ

かに迫った消費税引き上げに伴う課題として、 特に軽減税率制度については将来的にゼロベース

で見直すべきと要望した。 理由としては制度の複雑さ、 事務負担及びシステム改修負担の大きさ

に加え、 食品卸として扱う品目も多く、 より取引が複雑になることを上げた。 公平 ・ 中立 ・ 簡素に

照らし合わせた税制の整備では、 働き方改革を含めて生産性の向上を求められておりますので税

務経理の実務を行う上で非常に手数がかかっている内容の是正を含め継続して要望した。 今年

度新に追加して要望した内容としては、 法人税及び消費税では、 所得税額控除の元本所有期間

の制限の廃止、 大法人に対する留保金課税の撤廃、 組織再編税制の行為否認の廃止です。

◇リードタイム延長化に伴う対応について

　全日本トラック協会の食料品部会 ・ 部会長より、 トラックドライバーの確保と持続可能な物流を

構築することを目的に加工食品物流におけるリードタイムの延長に関する意見書が出されて以降、

メーカー各位よりリードタイムの延長化の要請が相次いた。 こうした要請に対し弊協会としての考え

をまとめ発信すべきとの判断からメーカー及び小売業の事業者団体向けに発信した。 また日本即

席食品工業協会には過去にパレット納品に関する事案がありましたので個別に別途文書を作成し
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「物流問題を検討する会」 の復活開催をお願いした。 基本的にはドライバー不足の厳しい環境に

ついて否定するものではありませんが、 卸は在庫の積み増し、 メーカーの直物流が制約されるこ

とによる物流の増加対策、 自動発注システムの修正や見直し、 あるいは増床などを検討する必要

が生じる。 おのずとメーカーと卸間だけで解決するには限界もあることからサプライチェーン全体で

考えていくべき課題と認識し、 会員卸６社が参画して活動をしている 「製 ・ 配 ・ 販連携協議会」

でこの課題を議論していただくことになった。

　また事務局からの提案として 「製 ・ 配 ・ 販連携協議会」 の研究成果物やイノベーション大賞を

受賞したものの中からこの課題の解決策になるような参考事例を 「ベストプラクティス」 として冊子

にまとめ業界に配布していただくようお願いした。 せっかくの業界のノウハウが課題解決のテコに

なればとお願いした。

◇加工食品分野における物流標準化に関する議論について

　物流はこれまで企業間の競争領域であり、 個社ごとに最適化が追及されてきた。 また、 生産、

販売現場の論理が先行して、 物流に関する非効率性はあまり考慮されてこなかった。 物流は社会

インフラでありその機能を途切れさせてはならず、 物流がその機能を十分に発揮していくためには

生産性向上が必要不可欠である。 そして、 生産性向上のためには事業者間の連携 ・ 協働による

物流の効率化が必要であり、 標準化は連携 ・ 協働を円滑化するために欠かすことのできない環

境整備の１つである。 そのため国土交通省は 「加工食品分野における物流標準化研究会」 を立

ち上げ、 「加工食品分野における物流標準化アクションプラン」 を策定した。 この研究会に弊協

会から （株） 日本アクセス、 三菱食品 （株） が構成員として、 弊協会はオブザーバーとして参加

した。

本アクションプランは、 今後の労働人口の減少及び高齢化等により激変が想定される物流環境の

中で効率化に向けた意欲的な取り組みが進められており、 その改善の幅が顕著である加工食品

分野において標準化に向けた課題 ・ 問題点、 解決策を整理し、 個社と各層の枠を超えて全体最

適の視点から標準化を実現する手順をまとめた。

　物流標準化に取組むべき項目として①納品伝票②外装表示③パレット ・ 外装サイズ④コード体

系 ・ 物流用語の４つの事項を取り上げそれぞれ整理した。

　今後、 加工食品分野のサプライチェーンを構成する各プレイヤーが本アクションプランに則り、

協調して物流の標準化を進めていくことが望まれる。 これにより、 物流現場の自動化 ・ 機械化等

が円滑に進み、 作業の効率化 ・ 単純化が促進されることで労働環境が改善し、 その結果、 加工

食品の物流現場が多様な人材に魅力的で 「選ばれる」 職種として変革し、 加工食品物流が持続

可能なものとなることが強く期待される。

◇ 「商品情報登録タイミング早期化に関する」 お願いの件について

　食品流通業界の生産性向上や働き方改革への対応として従前の非効率的な業務フローを見直

ししていくことが重要な課題です。 そこで従前から課題として優先的順位の高い 「商品情報登録

タイミングの早期化」 をあらためてお願いする文書をＪＩＩ （ジャパン ・ インフォレックス） と連名で作

成し発信した。 卸の営業活動の起点となる商品情報の登録が量販組織小売業の登録が優先され

本来の窓口である卸の仕入れ部門が後になるケースも多いと聞いている。 登録タイミングの早期

化は卸はもちろんメーカーにとっても業務の重複を省き合理化されることでもあるので粘り強く活動
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を継続する。

◇ 「食品流通合理化検討会」 について

　トラックドライバーの人手不足が深刻化する中で、 物流を安定確保するには、 サプライチェーン

全体で一貫した合理化対策に取組む必要があり、 特に食品の輸送は、 手荷役作業や多頻度小

口配送の多さから、 取り扱いを敬遠される事例が生じている。 このため、 関係省庁が連携し、 有

識者からなる 「食品流通合理化検討会」 を設置し食品の物流問題の解決に向けて検討を行うこと

となった。 弊協会も農林水産省から委員の委嘱を受け参加し、 加工食品業界における物流にお

ける課題解決の方向性を報告した。

◇台風等による異常気象時下における輸送の在り方について

　国土交通省自動車局貨物課は、 昨今台風等の異常気象が多発している状況を踏まえ、 輸送の

安全を確保しトラックドライバーの生命や身体を守り、 持続的な物流機能を維持するための措置を

講じる目安を通達として定めた。 具体的には貨物自動車運送事業法の法第１７条 （輸送の安全）

及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の第１１条 （異常気象時における措置） に関して、 異常

気象時における輸送の在り方の目安を定め、 当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもか

かわらず、 荷主より輸送を強要された場合の対応を示した。 なお、 輸送の安全を確保するための

措置を適切に講じずに輸送し、 輸送安全に違反したことが確認された場合は、 「貨物自動車運送

事業者に対する行政処分等の基準」 に基づき行政処分が行われる。 この目安が公表されたこと

を受けて日食協としては、 異常気象時下における食品流通業の運用がサプライチェーン全体で標

準化されるよう製配販連携協議会で検討していただけるよう経済産業省及び協議会事務局に要望

した。

　　　

◇ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた衛生管理の手引書について

　厚生労働省では 「食品衛生管理の国際標準化」 にそって、 製造 ・ 加工、 調理、 販売等を行う

全ての食品事業者を対象としてＨＡＣＣＰによる衛生管理を制度化した。 このことにより食品等の事

業者団体は 「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」 への対応のための手引書を策定し、 事

業者の負担軽減を図る事になった。 厚生労働省は策定過程の助言と確認を行い、 策定された手

引書を都道府県等に通知し制度の統一的な運用を行うことになっている。 つまり我々加工食品卸

売業者は、 策定された手引書に基づき保健所からご指導を受けることになる。 対象商品は加工食

品のうち温度管理による保管 ・ 配送を必要としているものになる。 会員卸である三菱食品、 日本

アクセス、 国分Ｇ本社の３社に策定委員を依頼し手引書策定の検討を重ねた。 この事案は食品

産業センターが農林水産省の補助事業として受託しており、 弊協会もこれに応募し採択され全面

的なご協力をいただき作業を進めた。 尚、 この手引書は類似性のある業種は一つの手引書とい

う行政からのご指導があり、 弊協会を主体に （一社） 外食品流通協会、 日本給食連合会、 全国

給食事業協同組合が連携、 協力して策定した。 内容的には中小事業者数が多いという業界特性

を踏まえて実行可能性を考慮し、 極力平易な表現とした。

　【ＨＡＣＣＰ】 とは、「Ｈａｚａｒｄ （危害）」 「Ａｎａｌｙｓｉｓ （分析）」 「Ｃｒｉｔｉｃａｌ （重要）」 「Ｃｏｎｔｒｏｌ （管理）」

「Ｐｏｉｎｔ （点） という言葉の略語で、 日本語ではそのまま 「危害分析重要管理点」 と訳されます。

ＨＡＣＣＰは、 食品事業者自らが原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中でどの段階で微
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生物の発生や異物混入等が起きやすいかという危害要因をあらかじめ予測 ・ 分析して、 それらの

危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、 製品の安全性を確保する衛生

管理の手法です。 この手法は国連の国連食糧農業機関 （ＦＡＯ） と世界保健機関 （ＷＨＯ） の

合同機関である食品規格 （コーデックス） 委員会から発表され、 各国にその採用を推奨している

国際的に認められたものです。

◇メーカーの皆様に東京２０２０オリンピック ・ パラリンピック競技大会期間中の物流に係るご協力

のお願いを賛助会員に発信

　東京２０２０オリンピック ・ パラリンピック競技大会の開催が間近に迫る中、 大会期間中の食品物

流対策がいまだ固まらず、 円滑な商品供給が果たせるか危惧される事から弊協会よりお願い文書

を発信した。 内容的には小売業や外食産業に具体的な提案ができるよう早期にメーカーと卸は具

体的な協議を開始していただき、双方の事情を踏まえた課題の共有と対応策の策定をお願いした。

　

Ⅱ． 研修 ・ 普及 ・ 啓発事業

　本部として各支部の定時総会や研修会時に本部の事業活動報告を行い、 情報の共有化につと

めた。 また例年の如く情報システム研修会を全国卸売酒販組合中央会と共催にて行い、 「流通シ

ステム標準化普及推進協議会の活動について」 「製・配・販連携協議会の活動状況について」 「み

んなのＵＸＤ～ＩＴ部門にとってのＵＸＤとは」 「リティル２．０へ小売業のデジタル・トランスフォーメー

ションと新たな流通標準化」 を研修し情報システム部門として共有すべき知見を得た。

◇ 「日食協標準トラック入荷受付 ・ 予約システム」 について

　メーカーの配送ドライバーの荷待ち時間の緩和を図ることを目的に業界協調領域事業として開発

した 「日食協標準トラック入荷受付 ・ 予約システム」 は愛称を 「Ｎ－Ｔｏｒｕｓ」 と定め普及拡大に

つとめた。

日食協業界標準 
トラック入荷受付・予約システム 

愛称 『N-Torus』(エヌ・トーラス) 

初等幾何学において、 
円周を回転して得られる回転面 

Torusとは 

トラックのスムーズな流れを連想 

Nisshokukyo(日食協) 

Truck(トラック) 

Online(オンライン) 

Reservation(予約) 

Unity(団結/結束) 

System(システム) 
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◇フードディストリビューション２０１９の開催

　食品産業センターとの共同開催で３回目となるフードディストリビューション２０２０を９月１１日から

１３日の３日間東京ビッグサイト青海展示棟で開催した。 これは食品物流の課題解決を提案する専

門展示会で今回は展示棟とセミナー会場を分離したため来場者数に影響が出ることが心配された

が前年を上回る４６，１３８名の来場者があった。 セミナーでは奥山専務理事が 「業界標準化推進

基盤の構築に向けて～日食協業界標準トラック入荷受付 ・ 予約システム～」 について講演した。

◇製 ・ 配 ・ 販連携協議会活動について

　２０１８年度の加工食品Ｗ ・ Ｇの卸売業調査による返品実態報告によれば、 卸売業からの返品 ・

小売業からの返品はいずれも前年度に比べ低下した。 「卸売業→メーカー」 の返品率は、 前年

から０．０３％低下した０．４４％となった。 一方 「小売業→卸売業」 の返品率は前年より０．０１％低

下した０．１７％となった。 「小売業→卸売業」 の返品率を業態別に見ると２０１８年度はＧＭＳ ・ Ｃ

ＶＳ ・ ＤＳ業態で低下した。 ２０１５年度以降低下していたドラッグ業態は返品率０．２％と逆戻りと

なった。 返品の発生理由は卸売業調査による 「卸売業→メーカー」 では 「定番カット」 （３９．８％）

が最も多く、 ついで 「納品期限切れ」 （１５．８％） 「年２回の棚替え・季節品」 （１４．９％） が続く。

「小売業→卸売業」 では 「定番カット」 （２５．８％）、「特売残」 （２０．６％）、「期限切れ」 （１７．９％）

が続いている。

　次いで小売業調査よる 「小売業→卸売業」 返品率は、０．１１％であり、発生理由は 「定番カット」

（２３．１％）、「年２回棚替え・季節品」 （１９．２％）、「販売期限切れ」 （１６．４％） 「汚破損」 （１３．９％）

など商品の入れ替えに係るものが多くなっている。

　業界全体の 「卸売業→メーカー」 の返品額は、 ２０１８年度は５６５億円と推計されている。

　この他研修事業としては、 定時総会時に中 ・ 四国支部、 関東支部、 近畿支部、 東海支部、 北

海道支部、 九州沖縄支部が研修会を行い、 加えて関東支部、 北海道支部、 東北支部が経営実

務研修会、 交流会を開催した。 また東海支部、 近畿支部は地域卸同業会との共催で研修会や

商品研修会を開催した。

Ⅲ． 本部活動

　業界の健全な発展と協会活動の活性化を目指し、 行政と連携して本部からの情報発信力を高め

る活動に注力、 また本年から物流効率化事業の進展を踏まえ課税事業者としての会計制度に変

更した。 またＷｉｎｄｏｗｓ１０への対応のため本部のＰＣの入れ替えを行った。 　
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２０１９年度事業報告関連資料
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食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の 
対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン 

 

・ 本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、

食品製造業、食品流通業（卸売、小売）、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員

に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所（感染症担当。以下同

じ。）と連携し、感染拡大防止を前提として、食料安定供給の観点から、業務継続を

図る際の基本的なポイントをまとめたものです。 
 

・ 新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考

えられています。2020 年２月 21 日現在、食品（生で喫食する野菜・果実や鮮魚介

類を含む。）を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告さ

れていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこ

まめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒

予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はあ

りません １。 

 

１．新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底 

・ 新型コロナウイルス感染症対策については、現在、感染の流行を早期に終息させ

るために、クラスター（集団）が次のクラスター（集団）を生み出すことを防止す

ることが極めて重要な時期とされており、厚生労働省、都道府県、保健所からの情

報に基づいて、徹底した対策をお願いします。 
  

【参考】 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部決定） 

・「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」（厚生労働省ＨＰ） 

・「家庭内でご注意いただきたいこと ～８つのポイント ～」（厚生労働省ＨＰ） 

 

・ 事業所は、従業員に対し、次に掲げる感染予防策を要請します。 

① 体温の測定と記録 

② 発熱などの症状がある場合に所属長への連絡と自宅待機の徹底 

③ 以下の場合には所属長に連絡の上保健所に問い合わせ 

・ 体温 37.5度以上の熱が４日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなければ

ならない場合を含む） 

・ 強いだるさや息苦しさがある場合 

・ 基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある

方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風

邪の症状や 37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが２日程度続く場合 
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・ また、事業所は、例えば卸売市場のせり場など常時不特定多数の者が集合する場

所では、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には２メートルを目

安として適切な距離を保って取引を行うことを徹底するなど、事業所の業態によっ

て感染予防策を行ってください。 
 

   マスクの確保については、供給が十分でない状況ですが、政府として取り

組んでいるところであり、御理解をいただきますようお願いいたします。 
 

・ 事業所は、従業員の新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等につい

て速やかに報告を受けるなどの適切な情報収集体制を構築してください。 
 

・ 事業所は、手洗いなど次に掲げる感染予防策を徹底してください。 

① 出勤時、トイレ使用後、売場・厨房・製造加工施設への入場時には手洗い、

手指の消毒。 

② できる限りマスクを着用し、マスクがない時に咳をする場合にはティッシ

ュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆。 

③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段

の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、

便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃。 
 

【参考】これまで集団感染が確認された場に共通すること

① 換気の悪い密閉空間であった 

② 多くの人が密集していた 

③ 近距離（互いに手を伸ばしたら届く距離）での会話や発声が行われた 

という３つの条件が同時に重なった場 

(「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(３月９日)) 

 

２．新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応 

（１）患者発生の把握 

・ 事業所は、患者が確認された場合には、その旨を保健所に報告し、対応について

指導を受けてください。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたこ

とを周知するとともに、１に掲げる感染予防策をあらためて周知徹底してください。 
 

・ 卸売市場で営業を行う事業所は、患者が確認された場合には開設者等に報告して

ください。 
 

（２）濃厚接触者の確定 

・ 新型コロナウイルス感染症の現行の感染拡大防止策においては、医師の届出等で、

患者を把握した場合、感染症法に基づき、保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚

接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うこととされています ２。 

このため、事業所は、保健所の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅に待機

させるなど感染拡大防止のための措置をとることとなります。 
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・ また、「地方自治体が、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査等によ

り、個々の患者発生をもとにクラスター（集団）が発生していることを把握すると

ともに、患者クラスター（集団）が発生しているおそれがある場合には、確認され

た患者クラスター（集団）に関係する施設の休業やイベントの自粛等の必要な対応

を要請する」とされていることにも留意が必要です ２。 
 

（３）濃厚接触者への対応 

・ 事業所は、保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、14 日間出勤を停止し、

健康観察を実施してください。 
 

・ 事業所は、濃厚接触者と確定された従業員に対し、保健所の連絡先を伝達してく

ださい。 
 

・ 濃厚接触者と確定された従業員は、発熱又は呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を

呈した場合には、保健所に連絡し、行政検査を受検します。また、事業所は、その

結果の報告を速やかに受けることとします。 
 

【参考】 

  「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範

囲に該当する者である。（「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領

（暫定版）（国立感染症研究所感染症疫学センター令和２年２月 27 日版）」） 
 

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空

機内等を含む）があった者 

・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若し

くは介護していた者 

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質

に直接触れた可能性が高い者 

・ その他： 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メ

ートル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と接触があった者（患者の

症状などから患者の感染性を総合的に判断する） 

 

３．施設設備等の消毒の実施 

・ 事業所は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域（売場、厨

房、製造加工施設、倉庫（冷蔵庫、冷凍庫を含む。以下同じ。）、執務室等）の消毒

を実施します。 
 

・ 消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自

ら行う場合には、感染者が勤務した区域（売場、厨房、製造加工施設、倉庫、執務

室等）のうち、手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、手すり等）を

中心に、アルコール（消毒用エタノール（70％））又は次亜塩素酸ナトリウム（0.05％

以上）で拭き取り等を実施してください ３・４。 
 

・ 一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は操業停止や食

品廃棄などの対応をとる必要はありません。 
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４．業務の継続 

（１）重要業務の継続 

・ 事業所は、濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続

が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや

関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源（マ

スク、手袋、消毒液等）等を把握してください。 
 

・ 事業所は、重要業務継続のため、在宅勤務体系・情報共有体制・人員融通体制を

整備するとともに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成してください。 

 

（参考）従業員の確保状況による段階別の業務継続体制 

事業所は、従業員の確保状況に応じて、段階別に業務継続体制を決定します。 
 

  【第一段階】 

（業務の内容）原則通常どおりの業務 

（人員体制）早出・残業等で業務対応 
 

  【第二段階】 

（業務の内容）重要業務の継続を中心とし、その他の業務は縮小・休止 

 小規模事業所の場合にあっては業務全体の休止も含め判断 

（人員体制）早出・残業等での業務対応に加え、他部門からの応援 

 

（２）食料品の安定供給の確保 

・ 小規模な事業所が業務全体を休止する場合には、他の事業所や所属する組合、協

会等に相談し、顧客への供給の確保に努めてください。 

 

 

卸売市場等の食品産業は、国民への食料の安定供給に重要な役割を担っており、新型

コロナウイルス感染症の患者が発生した時の対応及び業務継続を図る際の基本的なポ

イントをお示ししました。農林水産省としても全面的に協力いたしますので、対応して

いただくようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

（参考） 

１ 新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（関連業種の方向け）（厚生労働省） 

２ 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（令和２年２月 25 日新型コロナウイル

ス感染症対策本部決定） 

３ 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症課） 

４ 「MERS 感染予防のための暫定的ガイダンス（2015 年６月 25 日版）」（一般社団法

人日本環境感染学会） 
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24 

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただき

つつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要な

すべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関

係者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上

で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通

信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・

ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係

（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 

 

（別添） 緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決

済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物

処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場など）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 
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令和２年２月２８日

自 動 車 局 貨 物 課

輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、

台風等による異常気象時下における輸送の目安を定めます。

～輸送の安全を確保するための措置を講じる目安の設定～

１．背景

昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保する
ことが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発
生しており、このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあ
ることはもとより、トラック運送事業者は行政処分を受け、当初の運行計画が崩れ
ることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じる
おそれがあります。
今般、こうした状況を踏まえ、台風等の異常気象時における輸送の在り方の目安

を定めることとします。

２．通達に定める内容

（１）輸送の目安等

別添のとおり、雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、輸
送の安全を確保するための措置を講じる目安について定める。

（２）輸送を中止した場合の対応等

運送事業者等が気象情報等から輸送を中止することとした場合には、直ちに荷

主等へ報告する旨や、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわら

ず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する「意見募集窓口」

等に通報いただきたい旨について定める。

３．今後のスケジュール

施行日：令和２年２月２８日（金）

台風等の異常気象時下において、トラックによる貨物の運送を行う場合に輸送の安全

を確保するための措置を講じる目安を通達として定めます。

これにより、異常気象時における輸送の安全を確保するとともに、トラックドライバーの

生命や身体を守り、持続的な物流機能維持に寄与します。

（問い合わせ先） 
国土交通省自動車局貨物課トラック事業適正化対策室 

梅田 神﨑 伊丹 
代表：03-5253-8111（内線 41-334，41-353） 直通：03-5253-8576 
FAX：03-5253-1637 
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【
別
表
】
異
常
気
象
時
に
お
け
る
措
置
の
目
安

気
象
状
況

 
雨
の
強
さ
等

 
気
象
庁
が
示
す
車
両
へ
の
影
響

 
輸
送
の
目
安
※

 

降
雨
時

 

２
０
～
３
０

 
ワ
イ
パ
ー
を
速
く
し
て
も
見
づ
ら
い

 
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

必
要

 

３
０
～
５
０

 
高
速
走
行
時
、
車
輪
と
路
面
の
間
に
水
膜
が
生
じ
ブ
レ
ー
キ
が

効
か
な
く
な
る
（
ハ
イ
ド
ロ
プ
レ
ー
ニ
ン
グ
現
象
）

 
輸
送
を
中
止
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
べ
き

 

５
０

以
上

 
車
の
運
転
は
危
険

 
輸
送
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い

 

暴
風
時

 

１
０
～
１
５

 
道
路
の
吹
き
流
し
の
角
度
が
水
平
に
な
り
、
高
速
運
転
中
で
は

横
風
に
流
さ
れ
る
感
覚
を
受
け
る

 
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

必
要

 
１
５
～
２
０

 
高
速
運
転
中
で
は
、
横
風
に
流
さ
れ
る
感
覚
が
大
き
く
な
る

 

２
０
～
３
０

 
通
常
の
速
度
で
運
転
す
る
の
が
困
難
に
な
る

 
輸
送
を
中
止
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
べ
き

 

３
０

以
上

 
走
行
中
の
ト
ラ
ッ
ク
が
横
転
す
る

 
輸
送
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い

 

降
雪
時

 
大
雪
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
い
る
と
き
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き

 

視
界
不
良
濃
霧
・

風
雪
等
時

 
視
界
が
概
ね
２
０
ｍ
以
下
で
あ
る
と
き
は
輸
送
を
中
止
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
べ
き

 

警
報
発
表
時

 
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
、
輸
送
の
可
否
を
判
断
す
る
べ
き

 

※
輸
送
を
中
止
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
直
ち
に
行
政
処
分
を
行
う
も
の
で
は
な
い
が
、
国
土
交
通
省
が
実
施
す
る
監
査
に
お
い
て
、
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
を
適
切
に
講
じ
ず
に
輸
送
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
等
の
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
２
１
年

９
月
２
９
日
付
け
国
自
安
第
７
３
号
、
国
自
貨
第
７
７
号
、
国
自
整
第
６
７
号
）
」
に
基
づ
き
行
政
処
分
を
行
う
。



—  28  —

 
令和２年３月２７日

総合政策局物流政策課

第６回 物流を考慮した建築物の設計・運用検討会を開催します  

～加工食品物流をさらに持続可能なものとするために～ 
 

国土交通省は、物流の生産性向上に向けて、関係者の連携・協働による伝票や外装、

データ仕様等の標準化を推進するため、加工食品分野における物流の標準化に向けた検

討を進め、標準化の実現に向けて官民が取るべき方策を取りまとめた「加工食品分野に

おける物流標準化アクションプラン」を策定しました。

１．背景

労働力不足が深刻化する中、我が国の経済活動と国民生活を支えるライフラインであ

る物流の生産性向上を図るためには事業者間の連携・協働による効率化が必要であり、

標準化は連携・協働に欠かすことのできない取組です。

そのような中、成長戦略フォローアップ（令和元年６月 日閣議決定）には「物流

事業者の人手不足に対して、個社の垣根を越えた共同物流を推進するため、伝票や外装、

データ仕様等の標準化を図るための協議会を 年度中に立ち上げ、アクションプラ

ンを策定する」と位置づけられているところです。

このため、官民からなる「加工食品分野における物流標準化研究会」を令和元年

月６日、令和２年２月 日に開催する等により検討を進めてきました。

２．アクションプランの主な内容

・①納品伝票、②外装表示、③パレット・外装サイズ、④コード体系・物流用語の４項

目について、物流標準化に取り組む。

・４項目ごとに明示された標準化に向けて、各事業者は標準化の取組を進める。

・行政は、物流総合効率化法の枠組みに基づく支援制度や表彰制度の活用等により、事

業者の標準化の取組を支援する。

・このような取組については、各事業者において、さらには行政も含めた関係者間の中

で、達成度合いや効果の定量的把握を含めたフォローアップを行う。

＜アクションプランの掲載ＨＰ＞

【問い合わせ先】

総合政策局物流政策課 谷村、和田

代表： （内線 、 ）

直通： ：

「加工食品分野における物流標準化アクションプラン」を策定しました

～持続可能な加工食品物流に向けて～
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加
工
食
品
分
野
に
お
け
る
物
流
標
準
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
概
要
①
）

○
物
流
は
経
済
活
動
と国

民
生
活
を支

え
る
社
会
イン
フラ
で
あ
り、
その

機
能
を途

切
れ
させ

ず
発
揮
して

い
くた
め
に
は
物
流
の
効
率
化
が
必
要
。物

流
標
準
化
は
、効

率
化
の
推
進
に
不
可
欠
な

環
境
整
備
の
一
環
で
あ
り、
事
業
者
間
の
連
携
・協

働
に
よる

取
組
が
重
要
。

○
本
ア
クシ

ョン
プ
ラン
は
、物

流
効
率
化
に
向
け
た
意
欲
的
な
取
組
が
進
め
られ

、そ
の
改
善
の
幅
が
顕
著
で
あ
る
加
工
食
品
分
野
に
お
い
て
、標

準
化
に
向
け
た
課
題
・問

題
点
、解

決
方
策
を整

理
し、
サ
プラ
イチ

ェー
ン上

の
個
社
と、
各
プレ

イヤ
ー
の
枠
を超

え
た
全
体
最
適
の
視
点
か
ら、
標
準
化
を実

現
す
る
手
順
をと
りま
とめ
た
も
の
。

○
今
後
、各

プレ
イヤ

ー
が
本
アク
シ
ョン
プラ
ンに

則
り連

携
・協

働
して

標
準
化
を進

め
て
い
くこ
とに
より
、物

流
現
場
の
自
動
化
・機

械
化
等
が
促
進
され

、作
業
の
効
率
化
・単

純
化
に
より
働
き

や
す
い
環
境
が
整
備
され

、多
様
な
人
材
に
魅
力
的
で
「選

ば
れ
る
」職

種
とし
て
変
革
し、
加
工
食
品
物
流
が
さら
に
持
続
可
能
な
もの

とな
る
こと
を強

く期
待
。

物
流
の
現
状
と標

準
化
の
意
義

具
体
的
取
組
方
針

【民
間
】

【行
政
】

○
標
準
化
へ
向
け
た
取
組
を
進
め
る
事
業
者
等
へ
の
支
援

⇒
物
流
総
合
効
率
化
法
の
枠
組
み
に
基
づ
く支

援
制
度
に
つ
い
て
、業

界
標
準
に
向
け
た
標
準
化
取
組
に
係
る
総
合

効
率
化
計
画
の
策
定
に
関
して

は
、令

和
２
年
度
よ
り優

先
的
に
採
択
す
る
重
点
的
取
組
とし
て
支
援

○
事
業
者
間
の
連
携
に
よ
り物

流
の
標
準
化
を
実
現
し生

産
性
向
上
へ
寄
与
す
る
取
組
へ
の
表
彰

⇒
グ
リー
ン物

流
パ
ー
トナ

ー
シ
ップ
会
議
に
お
け
る
表
彰
制
度
を
活
用

○
業
界
の
内
外
へ
標
準
化
の
取
組
を
積
極
的
に
発
信

○
事
業
者
間
の
連
携
に
よ
る
標
準
化
に
向
け
た
プ
ロ
ジ
ェク
ト
の
発
足

⇒
各
企
業
が
保
有
す
る
効
率
化
に
関
す
る
非
競
争
領
域
の
情
報
や
事
例
等
を
企
業

の
垣
根
を
越
え
て
開
示
し標

準
化
内
容
等
の
合
意

○
加
工
食
品
業
界
内
へ
の
横
展
開

⇒
上
記
プ
ロジ

ェク
トで

合
意
され

た
内
容
等
を
、業

界
団
体
の
推
奨
フォ
ー
マ
ット
とし

て
位
置
づ
け
加
工
食
品
業
界
内
へ
横
展
開

○
各
事
業
者
に
お
い
て
、事

業
者
連
携
の
中
で
、さ
らに

は
行
政
を
含
め
た
関
係
者
間
の
中
で
、達

成
度
合
い
や
効
果
の
定
量
的
把
握
を
含
め
た
フォ
ロー

ア
ップ
を
行
う。
ま
た
、本

ア
クシ

ョン
プ
ラン
で
取
り組

む
こと
とし

た
項
目
以
外
に
も
行
政
と民

間
が
連
携
して

不
断
に
標
準
化
を
進
め
て
い
くこ
とと
す
る
。

（
）
納
品
伝
票

○
伝
票
自
体
の
サ
イズ

や
複
写
枚
数
、記

載
内
容
が
、各

社
ご
とに
異
な
って
い
る
現
状
。

○
４
版
上
下
１
枚
伝
票
に
賞
味
期
限
や

コー
ド等

を記
載
す
るこ
とを
標
準
化
例
とし
、検

品
の
負
荷
軽
減
を図

る
。

（
）
外
装
表
示

○
外
装
表
示
は
各
社
の
商
品
ご
とに
設
計
、印

字
され

て
お
り、
表
示
内
容
や
表
示
位
置
、文

字
フォ
ント
等
が
異
な
って
い
る
現
状
。

○
商
品
特
定
表
示
や
バ
ー
コー

ド等
の
表
示
内
容
、側

面
４
面
を表

示
面
とし
た
上
で
の
表
示
位
置
、識

別
性
・視

認
性
の
高
い
フォ
ント
を標

準
化
例
とし
、商

品
の
仕
分
け
や
検
品
時
の
作
業
の
効

率
の
向
上
を図

る
。

（
）
パ
レ
ット
・外
装
サ
イ
ズ

○
パ
レッ
トは

、一
部
を除

き
型
パ
レッ
トと

型
パ
レッ
トが

主
流
とな
って
い
る
も
の
の
、外

装
サ
イズ

は
商
品
ご
とに
サ
イズ

が
異
な
って
い
る
現
状
。

○
パ
レッ
ト へ

の
積
載
、ト
ラッ
クへ

の
積
込
み
、物

流
倉
庫
へ
の
保
管
の
効
率
性
を考

慮
した

外
装
サ
イズ

を標
準
化
例
とし
、輸

配
送
及
び
保
管
の
効
率
の
向
上
を図

る
。

（
）
コー

ド体
系
・物
流
用
語

○
同
一
住
所
の
届
け
先
も
発
荷
主
ご
とに
納
品
先
コー

ドが
異
な
って
い
た
り、
商
品
の
出
発
地
を意

味
す
る
用
語
が
「発

荷
主
」や
「発

拠
点
」等

の
複
数
用
語
が
存
在
した

りし
て
い
る
現
状
。

○
戦
略
的
イノ
ベ
ー
シ
ョン
創
造
プロ
グ
ラム

（
）
「ス
マー

ト物
流
サ
ー
ビス
」に
お
い
て
構
築
予
定
の
物
流
・商

流
デ
ー
タ基

盤
に
お
い
て
使
用
す
る
コー

ド体
系
・物

流
用
語
を標

準
化
例
とし
、共

同
輸
配
送
等
の
事
業
者
間
連
携
の
事
務
作
業
軽
減
を図

る
。

物
流
標
準
化
に
取
り組

む
べ
き
項
目
（
別
添
参
照
）

フォ
ロー

アッ
プ
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加
工
食
品
分
野
に
お
け
る
物
流
標
準
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
概
要
②
）

【①
納
品
伝
票
の
標
準
化
例
】

【④
コー

ド体
系
・物

流
用
語
の
標
準
化
例
】

戦
略
的
イノ
ベ
ー
シ
ョン
創
造
プロ
グ
ラム

（
）
「ス
マー

ト物
流
サ
ー
ビス

」※
に
て
構
築
す
る
予
定
の
物
流
・商

流
デ
ー
タ基

盤
に
お
い
て
、そ
の
デ
ー
タ基

盤
上
で
使
用
す
る
コー

ド体
系
や
物
流
用
語
等
を
標
準
化
例
とし
、加

工
食
品
分
野
に
お
い
て
も
、業

界
内
だ
け
の
独
自
の
コー

ド体
系
・物

流
用
語
の
標
準
フォ
ー
マッ
トを
決
定
す
る
の
で
は
な
く、

「ス
マー

ト物
流
サ
ー
ビス

」に
て
決
定
され

た
標
準
化
項
目
に
準
拠
して

い
くこ
とが
望
まし
い
。

国
民
に
とっ
て
真
に
必
要
な
社
会
的
課
題
や
日
本
経
済
再
生
に
寄
与
す
る
課
題
に
取
り組

む
国
家
プ
ロジ

ェク
トで

あ
り、
内
閣
府
に
設
置
され

て
い
る
「総

合
科
学
技
術
・イ
ノベ

ー
シ
ョン
技
術
会
議
」の

下
に
置
か
れ
る
プ
ログ

ラム
デ
ィレ

クタ
ー
が
、関

係
府
省
と連

携
して

、基
礎
研
究
か
ら事

業
化
ま
で
一
気
通
貫
の
研
究
開
発
を
推
進
す
る
。「
ス
マ
ー
ト物

流
サ
ー
ビス

」は
、こ
の

プ
ロジ

ェク
トの

１
つ
で
あ
り「
物
流
・商

流
デ
ー
タ基

盤
」を
構
築
し、
サ
プ
ライ
チ
ェー
ン
に

お
け
る
様
々
な
企
業
の
大
量
で
多
様
な
デ
ー
タを
収
集
・提

供
す
る
こと
で
、サ

プ
ライ
チ
ェー
ン全

体
の
最
適
化
を
図
り、
物
流
・小

売
等
の
業
界
に
お
け
る
人
手
不
足
と低

生
産
性
の
課
題
を
解
決
す
る
プ
ロジ

ェク
ト。

【②
外
装
表
示
の
標
準
化
例
】

【③
パ
レ
ット
・外

装
サ
イズ

の
標
準
化
例
】

版
の
上
下

枚
伝
票
とし
、お

客
様
情
報
を
左
上
、納

品
情

報
（
商
品
名
、賞

味
期
限
等
）
を
中
央
部
、

コー
ド等

・荷
主
情
報
を
右
上
へ
の
表
示
とす
る
。

商
品
特
定
表
示
を
外
装
右
上
、鮮

度
表
示
等
を
商
品
特
定
表
示

の
下
、ケ

ア
マ
ー
クを

外
装
左
上
、個

別
ア
イテ

ム
識
別
表
示
を
外
装

左
側
中
央
へ
の
表
示
とす
る
。

ケ
ア
マ
ー
ク

商
品
特
定
表
示

鮮
度
表
示
等

お
客
様
情
報

コ
ー
ド
・

荷
主
情
報
等

納
品
情
報

※

（
別
添
：
物
流
標
準
化
に
取
り組

む
べ
き４

項
目
）

型
パ
レ
ット
対
応

型
パ
レ
ット
対
応

タテ
×
ヨコ
×
高
さ

㎜
×

㎜
×

㎜
タテ
×
ヨコ
×
高
さ

㎜
×

㎜
×

㎜

面
積
率

％
の
積
載
例

（
パ
レ
ット
）

型
パ
レ
ット
（

㎜
×

㎜
）
及
び

型
パ

レ
ット
（

㎜
×

㎜
）
が
主
流
とな

って
い
る
こと
か

ら、
この

つ
の
規
格
を
基
本
とす
る
。

（
外
装
サ
イズ

）
パ
レ
ット
の
面
積
利
用
率
を

％
に
す
る
た
め
、底

面
の
サ
イズ

を
型
パ
レ
ット
対
応
は

㎜
×

㎜
、

型
パ
レ
ット

対
応
は

㎜
×

㎜
を
基
本
とし
、高

さは
段
積
み
を
す

る
こと
を
想
定
し

㎜
を
基
本
とす
る
。
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加
工
食
品
分
野
に
お
け
る
物
流
標
準
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
概
要
③
）

＜
構
成
員
＞

・根
本

敏
則

・高
岡

美
佳

・二
村

真
理
子

・堀
尾

仁
・川

村
隆
夫

・藤
田

正
美

・深
井

正
裕

・藤
原

丈
二

・濵
長

一
彦

・梅
村

浩
三

・中
野

喜
正

・青
柳

充
美

・田
中

勝
久

・福
井

逸
人

・東
野

昭
浩

・内
田

隆
・伊

地
知

英
己

・中
井

智
洋

・飯
塚

秋
成

・野
口

透
良

＜
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
＞

・安
倍

正
能

・越
野

滋
夫

・佐
藤

修
司

・奥
山

則
康

・岡
田

重
光

・宿
谷

肇
・植

村
康
一

敬
愛
大
学

経
済
学
部
教
授

立
教
大
学

経
営
学
部
教
授

東
京
女
子
大
学

現
代
教
養
学
部
教
授

味
の
素
㈱

上
席
理
事

物
流
企
画
部
長

キ
ッコ
ー
マ
ン食

品
㈱

物
流
部
長

キ
ユ
ー
ピー

㈱
上
席
執
行
役
員

ロジ
ス
テ
ィク
ス
本
部
長

日
清
食
品
ホ
ー
ル
デ
ィン
グ
ス
㈱

物
流
構
造
改
革
プ
ロジ

ェク
ト
部
長

Ｆ
ｰＬ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
㈱

執
行
役
員

大
塚
倉
庫
㈱

代
表
取
締
役
社
長

㈱
キ
ユ
ー
ソー

流
通
シ
ス
テ
ム
開
発
本
部

ソ
リュ
ー
シ
ョン
部

部
長

日
本
通
運
㈱

ロジ
ス
テ
ィク
ス
エ
ンジ

ニア
リン
グ
戦
略
室

専
任
部
長

日
本
ア
クセ

ス
㈱

ロジ
ス
テ
ィク
ス
企
画
部
長

三
菱
食
品
㈱

Ｓ
Ｃ
Ｍ
統
括

ロジ
ス
テ
ィク
ス
本
部

開
発
第
二
グ
ル
ー
プグ

ル
ー
プ
マネ

ー
ジ
ャー

農
林
水
産
省
食
料
産
業
局
食
品
流
通
課
長

農
林
水
産
省
食
料
産
業
局
食
品
製
造
課
長

経
済
産
業
省
商
務
・サ
ー
ビス
グ
ル
ー
プ物

流
企
画
室
長

国
土
交
通
省
自
動
車
局
貨
物
課
長

国
土
交
通
省
大
臣
官
房
参
事
官
（
物
流
産
業
）
（
公
共
交
通
・物

流
政
策

審
議
官
部
門
）

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
物
流
政
策
課
長
（
公
共
交
通
・物

流
政
策
審
議

官
部
門
）

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
物
流
政
策
課
物
流
効
率
化
推
進
室
長
（
公
共
交

通
・物

流
政
策
審
議
官
部
門
）
＜
事
務
局
＞

公
益
社
団
法
人
全
日
本
トラ
ック
協
会

輸
送
事
業
部
付

部
長

公
益
社
団
法
人
日
本
包
装
技
術
協
会

専
務
理
事

公
益
社
団
法
人
日
本
ロジ

ス
テ
ィク
ス
シ
ス
テ
ム
協
会

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｓ
総
合
研
究
所

所
長

一
般
社
団
法
人
日
本
加
工
食
品
卸
協
会

専
務
理
事

一
般
社
団
法
人
日
本
倉
庫
協
会

業
務
部
長
代
理

一
般
社
団
法
人
日
本
物
流
団
体
連
合
会

理
事

事
務
局
長

一
般
財
団
法
人
流
通
シ
ス
テ
ム
開
発
セ
ンタ
ー
ソ
リュ
ー
シ
ョン
第
１
部

部
長

「加
工
食
品
分
野
に
お
け
る
物
流
標
準
化
研
究
会
」構

成
員

工
程
表

年
度

年
度

年
度

年
度

納
品
伝
票

の
標
準
化

外
装
表
示

の
標
準
化

パ
レ
ット
・外

装
サ
イズ

の
標
準
化

コー
ド体

系
・物

流
用

語
の
標
準

化

事
業
者
間
の
連
携
に

よ
る
標
準
化
に
向
け
た

プ
ロジ

ェク
トの

発
足
、

標
準
化
内
容
の
合
意

業
界
推
奨
に
制
定

社
内
外
の
関
係
者
と合

意
し、

伝
票
の
変
更

標
準
納
品
伝
票
の
導
入

プ
ロジ

ェク
ト内

で
標
準
化
の
合
意

社
内
外
の
関
係
者
との

合
意

外
装
表
示
の
変
更
が
可
能
な
商
品

か
ら随

時
実
施

業
界
推
奨
に
制
定

事
業
者
間
の
連
携
に
よ
る
標
準

化
に
向
け
た
プ
ロジ

ェク
トの

発
足

「ス
マ
ー
ト物

流
サ
ー
ビス

」に
て
構
築
す
る
物
流
・商

流
デ
ー
タ基

盤
上
に
お
い
て
使
用
す
る
コー

ド・
物
流
用

語
等
の
標
準
化

標
準
化
され

た
コー

ド、
物

流
用
語
に
準
拠
して

い
く

事
業
者
間
の
連
携
に
よ
る
標
準
化
に
向
け
た
プ
ロジ

ェク
トの

発
足

プ
ロジ

ェク
ト内

で
標

準
化
の
合
意

社
内
外
の
関
係
者

との
合
意

外
装
サ
イズ

の
変
更
が
可
能
な

商
品
か
ら随

時
実
施

業
界
推
奨
に
制
定

※
行
政
は
、関

係
者
と連

携
して

標
準
化
に
向
け
た
取
組
を
フォ
ロー

ア
ップ
す
る
とと
も
に
、実

現
した

標
準
化
の
取
組
に
つ
い
て
業
界
の
内
外
へ

積
極
的
に
発
信
す
る
。ま
た
、物

流
総
合
効
率
化
法
の
枠
組
み
に
基
づ
く支

援
制
度
に
お
い
て
、業

界
標
準
に
向
け
た
標
準
化
取
組
に
係
る
総

合
効
率
化
計
画
の
策
定
を
重
点
的
取
組
とし
て
支
援
す
る
。さ
らに

、標
準
化
に
よ
る

削
減
効
果
とい
った
環
境
面
の
効
果
等
も
検
証
し

た
上
で
必
要
な
支
援
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。


